
令和５年(ワ)第１７８１号　損害賠償等請求事件

札幌地方裁判所民事第１部合議係　御中

２０２５（令和７）年４月　日

　Ａ　　外２名原告

被告 恵庭市　外２名

証　拠　説　明　書　⑺

原告ら訴訟代理人弁護士　　船　山　暁　子

同　　　　　　　弁護士　　中　島　　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外
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作  　成
年 月 日

甲 49 保有個人情報の開
示をしない旨の決
定について（通
知）
（平成１８年５月
２４日の負傷に関
する「療養補償給
付たる療養の給付
請求書」につい
て）

写し R7.1.7 北海道労働
局長

原告Ｃが平成１８年５月２
４日に負傷した件に関し、
北海道労働局は、「療養補
償給付たる療養の給付請求
書」について、文書保存期
間が満了したことを理由に
不開示決定をしており、こ
のような文書が存在してい
たこと自体は否定していな
いこと等

甲 50 保有個人情報の開
示をしない旨の決
定について（通
知）
（平成１８年５月
２４日の負傷に関
する「診療費請求
内訳書」につい
て）

写し R7.1.7 北海道労働
局長

原告Ｃが平成１８年５月２
４日に負傷した件に関し、
北海道労働局は、「診療費
請求内訳書」について、文
書保存期間が満了したこと
を理由に不開示決定をして
おり、このような文書が存
在していたこと自体は否定
していないこと等

甲 51 休業補償給付支給
請求書
（平成１８年５月
２４日の負傷に関
する１回目のも
の）

写し H18.7.25 被告牧場経
営者Ｚ
（受付印及
び補足説明
部分は札幌
東労働基準
監督署）

①被告牧場経営者Ｚが、原
告Ｃが平成１８年５月２４
日に牛の移動中に牛に引っ
張られて左大腿骨を骨折し
たことについて、労務災害
だとしたこと
②被告牧場経営者Ｚが、原
告Ｃが午前８時から午後６
時までが所定労働間のパー
トの農業労務者であり、月
給１２万５０００円で勤務
していたとし、同日から同
年６月２７日までの計３５
日休業したとして、休業補
償給付の支給申請を行った
こと等

マス
キン
グは
北海
道労
働局
が施
した

甲 52 休業支給決定決議
書
（平成１８年５月
２４日の負傷に関
する１回目のも
の）

写し H18.7.26
（支払済
印は
H18.8.1）

札幌東労働
基準監督署

札幌東労働基準監督署が、
平成１８年５月２４日から
同年６月２７日までの計３
５日分の休業補償給付とし
て８万円、特別支給金とし
て２万６６５６円の支給を
決定し、支払ったこと等

甲 53 休業補償給付支給
請求書
（平成１８年５月
２４日の負傷に関
する２回目のも
の）

写し H18.11.15 被告牧場経
営者Ｚ
（受付印及
び補足説明
部分は札幌
東労働基準
監督署）

被告牧場経営者Ｚが、原告
Ｃの平成１８年５月２４日
の負傷について、平成１８
年６月２８日から同年１０
月９日までの計１０４日休
業したとして、休業補償給
付の支給申請を行ったこと
等

マス
キン
グは
北海
道労
働局
が施
した

標          目
作 成 者号  証 立　証　趣　旨 備考

（原本・写しの別）
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作  　成
年 月 日

標          目
作 成 者号  証 立　証　趣　旨 備考

（原本・写しの別）

甲 54 休業支給決定決議
書
（平成１８年５月
２４日の負傷に関
する２回目のも
の）

写し H18.11.15
（支払済
印は
H18.12.1
）

札幌東労働
基準監督署

北海道労働局が、平成１８
年６月２８日から同年１０
月９日までの計１０４日分
の休業補償給付として２６
万円、特別支給金として８
万６６３２円の支給を決定
し、支払ったこと等

甲 55 療養補償給付たる
療養の給付請求書
及び支給決定決議
書
（平成２５年３月
５日の負傷に関す
るもの）

写し 請求書部
分は
H25.3.6
決定決議
書部分は
H25.4.24

請求書は被
告牧場経営
者Ｚ、受付
印及び支給
決定決議書
は札幌東労
働基準監督
署

被告牧場経営者Ｚが、原告
Ｃの平成２５年３月５日の
負傷について、療養補償給
付たる療養の給付請求を行
い、これに対し、札幌東労
働基準監督署が支給決定を
行ったこと等

右下
部分
が支
給決
定決
議
書。
マス
キン
グは
北海
道労
働局
が施
し
た。

甲 56 診療費請求内訳書
（平成２５年３月
５日の負傷に関す
るもの）

写し H25.3.5～
H25.7.3

えにわ病院 治療費の総額及び内訳等

甲 57 保有個人情報の開
示をしない旨の決
定について（通
知）
（平成２５年３月
５日の負傷に関す
る「休業補償給付
支給請求書」及び
その「支給決定決
議書」について）

写し R7.1.7 北海道労働
局長

原告Ｃが平成２５年３月５
日に負傷した件に関し、北
海道労働局は、「休業補償
給付支給請求書」及びその
「支給決定決議書」につい
て、事務処理上当該文書を
取得した事実自体を否定し
ていること等

甲 58 委任状
（対被告牧場経営
者Ｚ及び被告牧場
経営者Ｙ）

写し R5.7.24 原告Ｃ 原告Ｃの自筆署名の字体等

甲 59 委任状
（対恵庭市）

写し 2023/07/2
4

原告Ｃ 原告Ｃの自筆署名の字体等
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